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【 禁忌・禁止 】1 

● 体内に留置しないでください。 

● 本品を曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）

することは、折損等の原因となりますので絶対に行わな

いでください。 

● 電気メスと直接接触させないでください。［火傷や感電

の恐れがあります。］ 

● 再使用の場合は、【保守・点検に係る事項】に従って処

理してください。又、滅菌して使用する場合は、プラス

チック製のものはＥＯＧ滅菌を、鋼製のものは高圧蒸気

滅菌、乾熱滅菌、ＥＯＧ滅菌を使用してください。 

 
【 形状・構造及び原理等 】 

● 本品は把持部、指環部及びラチェット部により構成さ

れたプラスチック製又は鋼製のものです。 

 

【 使用目的又は効果 】 

● 臓器、組織又は血管を非外傷性に把持、結合、圧迫又

は支持するために用いる手術器具です。本品は再使用

可能です。 

 

【 使用方法等 】 

● 使用目的に応じて適宜使用してください。 

● 創傷面については滅菌したものを使用してください。 

 

【 使用上の注意 】 

● 本品に異常がある場合は使用しないでください。 

● 使用後は付着している血液、体液、組織及び薬品等が

乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬してください。 

● 鋼製のものは、塩素系及びヨウ素系の消毒剤の使用に

より、腐食の原因になりますので、出来るだけ使用を

さけてください。 

● 廃棄する場合は、医療廃棄物として注意して処理して

ください。 

 

【 保管方法及び有効期間等 】 
     ● 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさけ清潔

な場所に保管してください。 

 

【 保守・点検に係る事項 】 

● 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物

を除去し、感染防止のために洗浄・消毒をしてください。 

● 洗浄装置（超音波洗浄装置、ウォッシャーディスイン

フェクタ等）で洗浄するときには、機器同士が接触し損

傷することがないよう注意してください。また、汚れが

落ちやすいように稼働部分は開放してバスケット等に

収納してください。プラスチック製のものは損傷しやす

いので特に注意してください。 

● 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選

択し、適正な濃度で使用してください。 

● 強アルカリ性洗剤・強酸性洗剤は、機器を腐食させる

おそれがありますので使用をさけてください。金属たわ

し、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が損傷する

ので汚物除去及び洗浄時に使用しないでください。 

● 洗剤の残留がないよう十分にすすぎをしてください。

仕上げすすぎには、浄化水（濾過水、蒸留水、脱イオン

化水等）を用いることを推奨します。 

● 洗浄後は直ちに乾燥してください。 

● 滅菌の際には必ず洗浄し、包装にあたっては可動部を

開放するなど確実に滅菌できるように配慮してくださ

い。 

 

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】 

   製造販売元：川本産業株式会社 

   TEL 06-6943-8956（お客様相談窓口） 

   (10:00～17:00 月～金ただし祝祭日を除く) 

 


